
 

宮城県特別支援教育研究会知的障害教育専門部規程 
 

第１条 この規程は，宮城県特別支援教育研究会則第２条の２に基づいて知的障害教育

専門部に関する必要な事項を定める。 

第２条 本会は，宮城県特別支援教育研究会知的障害教育専門部（知障専門部）と称し，

事務局を部長の委嘱する学校内に置く。 

第３条 本会は，知的障害教育に関する研究・調査活動等を促進し，本県特別支援教育

の振興を図ることを目的とする。 

第４条 本会は，前条の目的を達成するため，次の事業を行う。 

  (1) 研究会，講習会等の開催 

  (2) 実態調査の実施 

  (3) 研究報告書等の刊行 

  (4) 資料及び図書の紹介及び交換 

  (5) その他，本会の目的を達成するために必要な事業 

第５条 本会の会員は，次の通りとする。 

  (1) 県内の知的障害のある児童生徒に対する教育を主として行う特別支援学校，知

的障害特別支援学級担任者 

  (2) 本会の趣旨に賛同する者 

第６条 本会に次の役員を置く。 

    部長 １名， 副部長 ４名， 運営委員 若干名， 常任運営委員 若干名， 

    専門委員 若干名， 監事 若干名， 事務局 若干名 

第７条 部長，副部長及び監事は運営委員会において選出する。 

    運営委員は地区において選出する。 

    地区及び運営委員の人数は，別表の通りとする。 

    常任運営委員は，運営委員の中から部長が委嘱する。 

第８条 部長は，本会を代表して会務を処理する。 

    副部長は，部長を補佐し，部長事故ある時は，これを代理する。 

    運営委員は，本会の重要事項を審議する。 

    専門委員は，部長の命を受けて，専門的事項について処理する。 

    事務局は，部長の命を受けて，本会の事務を処理する。 

第９条 役員の任期は１年とする。ただし，再任を妨げない。 

    補欠による役員の任期は，前任者の残任期間とする。 

第10条 本会の会議は，運営委員会及び常任運営委員会とし，部長が招集する。 

運営委員会は，最高の議決機関で，予算，決算，事業，研究等について審議す

る。常任運営委員会は，運営の企画と運営委員会において議決された事項の執

行にあたるとともに，緊急事項について処理する。会議の議長は，その都度選

出する。 

 

第11条 本会の経費は，１学級あたり負担金250円（全日本特別支援教育研究連盟分担

金250円を含む），県特別支援教育研究会よりの補助金及びその他の収入をも

ってあてる。 

 

今年度まではこのとおりだが、来年度からはコロナ前の会費に戻る予定のた

め、第２回の運営委員会で以下のように規約を改正する予定である。 

 

第11条 本会の経費は，１学級あたり負担金600円（ただし，全日本特別支援教育研究

連盟分担金250円を含む），県特別支援教育研究会よりの補助金及びその他の

収入をもってあてる。 
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第12条 本会の会計年度は，毎年４月１日に始まり，翌年３月３１日に終わる。 

 

第13条 本規程の改正は，運営委員会において行う。 

 

附則１  本規定は，昭和４０年５月１８日より施行する 

 昭和４１年４月２８日 一部改正 

   同４４年５月 ２日 一部改正 

   同４６年５月 １日 一部改正 

   同４８年５月 ２日 一部改正 

   同５０年５月１８日 一部改正 

   同５１年６月１１日 一部改正 

   同５２年５月 ６日 一部改正 

   同５４年６月１３日 一部改正 

   同５６年２月１６日 一部改正 

   同５６年６月 ９日 一部改正 

   同５７年６月 ２日 一部改正 

   同５８年６月 ９日 一部改正 

   同５９年６月 ７日 一部改正 

  同６０年６月 ４日 一部改正 

平成１０年２月１７日 一部改正  

同１０年６月１９日 実施 

平成１１年２月１７日 法令変更による一部改正 

 同１１年４月 １日 実施 

 同１３年２月１５日 一部改正 

  同１６年２月２０日 一部改正 

  同１６年４月 １日  実施 

  同１８年２月２２日 一部改正 

  同１８年４月 １日  実施 

  同１９年６月 ６日 法令変更による一部改正・実施 

  同２１年６月１０日  学校名変更による一部改正・実施 

  同２２年２月１０日  町村合併による一部改正・実施 

  同２６年６月 ４日 一部改正 

 同２８年６月 １日 一部改正  

令和 ４年５月２５日 一部改正 

同 ５年５月２４日 一部改正 

同 ６年５月３０日 一部改正 

同 ７年５月１９日 一部改正 

  

地区別運営委員数の内訳（令和８年度） 

地区等 内  訳 委員  内  訳 委員 

大河原 

 

（白石･刈田）（角田・伊具） 

（柴田） 
３ 

県立 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

光明支援学校    １ 

名取支援学校    １ 

金成支援学校    １ 

迫支援学校     １ 

角田支援学校    １ 

石巻支援学校    １ 

気仙沼支援学校   １ 

古川支援学校    １ 

小牛田高等学園   １ 

利府支援学校    １ 

岩沼高等学園    １ 

山元支援学校    １ 

小松島支援学校   １ 

女川高等学園    １ 

西多賀支援学校   １ 

秋保かがやき支援学校１ 

松陵支援学校    １ 

１７ 

仙 台 

 

小学校（仙台南北東）３ 
４ 

中学校  １ 

大 崎 

 

（遠田）（加美）（大崎中部） 

（大崎西部）（大崎東部） 
１ 

栗 原 

 

（栗原） 

登 米 

 

（登米） 
２ 

石 巻 

 

（石巻） 
２ 

南三陸 （気仙沼）（南三陸） 

２ 

仙台市 

 

 

（仙台市小学校）４（１） 

 

（仙台市中学校）２ ６ 

国立 宮教大附属特別支援学校 １ 

市立 鶴谷特別支援学校 １ 

私立 明和学園いずみ高等支援学校 １ 

私立 支援学校仙台みらい高等学園 １ 

合  計 ４１ 

１４ 


